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交渉等情報（３）
平成26年11月25日

各所属長 様
行政管理課長

賃金確定交渉の結果等について

平成26年11月13日（木）、19日（水）及び22日（土）に、高知県職員労働組合
（以下「県職労」という。）と賃金確定に関する行政管理課長交渉、総務部長交
渉及び副知事交渉を行いましたので、その結果を下記のとおりお知らせします。

記
第１ 交渉結果

１ 給与条例の改正
・平成26年人事委員会勧告に沿って実施
・12月議会に条例提案予定

（２（１）、（２）及び（３）並びに３（１）、（２）及び（３））

２ 本年の給与改定等
（１）初任給調整手当

・医療職給料表（１）の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額
の限度を引上げ

410,900円 → 412,200円
・医療職給料表（１）以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、

医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職にあるものに対する支
給月額の限度を引上げ

66,900円 → 67,100円
・獣医師に対する支給月額及び支給期間の限度を引上げ

30,000円、10年 → 50,000円、15年

（２）期末手当・勤勉手当
＜再任用職員以外の職員＞年間支給割合 3.85月分→3.95月分（＋0.10月）

６月 12月 合計
期末手当 1.20 期末手当 1.35 期末手当 2.55

現行制度 勤勉手当 0.65 勤勉手当 0.65 勤勉手当 1.30
計 1.85 計 2.00 計 3.85

期末手当 1.20 期末手当 1.35 期末手当 2.55
改 平成26年度 勤勉手当 0.65 勤勉手当 0.75 勤勉手当 1.40
正 計 1.85 計 2.10 計 3.95
後 平成27年度 期末手当 1.20 期末手当 1.35 期末手当 2.55

以降 勤勉手当 0.70 勤勉手当 0.70 勤勉手当 1.40
計 1.90 計 2.05 計 3.95
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＜再任用職員＞年間支給割合 2.025月分→2.075月分（＋0.05月）
６月 12月 合計

期末手当 0.64 期末手当 0.735 期末手当 1.375
現行制度 勤勉手当 0.325 勤勉手当 0.325 勤勉手当 0.65

計 0.965 計 1.06 計 2.025
期末手当 0.64 期末手当 0.735 期末手当 1.375

改 平成26年度 勤勉手当 0.325 勤勉手当 0.375 勤勉手当 0.70
正 計 0.965 計 1.11 計 2.075
後 平成27年度 期末手当 0.64 期末手当 0.735 期末手当 1.375

以降 勤勉手当 0.35 勤勉手当 0.35 勤勉手当 0.70
計 0.99 計 1.085 計 2.075

（注）特定幹部職員に係る各支給月の勤勉手当の支給割合は、それぞれ期末
手当から0.2月（再任用職員は0.1月）を振り替えたものである。

＜特定任期付職員及び任期付研究員＞
年間支給割合 2.91月分→2.985月分（＋0.075月）
６月 12月 合計

期末手当 1.38 期末手当 1.53 期末手当 2.91

現行制度 勤勉手当 - 勤勉手当 - 勤勉手当 -
計 1.38 計 1.53 計 2.91

期末手当 1.38 期末手当 1.605 期末手当 2.985
改 平成26年度 勤勉手当 - 勤勉手当 - 勤勉手当 -
正 計 1.38 計 1.605 計 2.985
後 平成27年度 期末手当 1.49 期末手当 1.495 期末手当 2.985

以降 勤勉手当 - 勤勉手当 - 勤勉手当 -
計 1.49 計 1.495 計 2.985

（３）単身赴任手当
再任用職員に対する支給を新設

（４）通勤手当
東京都の特別区、大阪市及び名古屋市に所在する公署に勤務する職員に係

る自動車等使用者についての支給額を、人事委員会から報告を受けた内容の
とおり、国に準じて引上げ

（５）実施時期
・平成26年12月期の期末手当・勤勉手当

平成26年12月１日
・初任給調整手当、平成27年度以降の期末手当・勤勉手当、単身赴任手当

及び通勤手当
平成27年４月１日

３ 給与制度の総合的見直しに伴う改定
（１）地域手当

医療職給料表（１）の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給割合を
引上げ 15％ → 16%
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（２）単身赴任手当
基礎額及び職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて加

算することとされている額の限度を引上げ
・基礎額 23,000円 → 30,000円
・加算額の限度 45,000円 → 70,000円

（３）管理職員特別勤務手当
管理監督職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日

又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日以外の日の午前零時から午前
５時までの間（正規の勤務時間以外の時間に限る。）に勤務した場合の支給
を新設

（４）実施時期等
・地域手当及び単身赴任手当

平成27年４月１日から段階的に実施
・管理職員特別勤務手当

平成27年４月１日

４ その他

（１）非常勤職員の６月・12月の加算報酬
平成27年度から各1,000円引上げ

22,000円 → 23,000円

第２ 交渉における主な回答等

１ 人事委員会勧告の実施について
・厳しい経済財政状況のもと、諸般の事情を検討した結果、人事委員会勧告

に沿って実施する。
・技能職の給与改定については、行政職と同様の考え方で改定する。
・獣医師に係る初任給調整手当については、近年の採用確保が困難な状況を

考慮し、３年目まで月額５万円とし、それ以降逓減していく方式で、人事
委員会に協議する。

２ 諸手当について
・住居手当、扶養手当については、現行で。
・交通用具使用者に係る通勤手当については、70㎞以上の距離区分の増設に

ついて提案をもらったが、対象となる職員が増加している状況にはないこ
とから、人事委員会から報告を受けた内容のほかは現行で。

３ 給与水準について
・職員の給与については、人事委員会の勧告を尊重するという基本姿勢のも

と、国家公務員に関する措置を基本に、地域における民間給与等の状況を
勘案して制度化するとともに、給与制度の趣旨を踏まえ、適正な運用を行
っていかなければならない。

・法令の定めによることはもちろんのこと、こうした考え方に合致しない制
度の改正等は困難。
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（１）初任給等について
・初任給については、本年度から基準の引上げを行ったところであり、現行

で。
・中級採用職員の任用については、職員採用試験は、上級から初級まで、そ

れぞれ資格要件を異にする別個の試験として行われているものであり、職
員の任用に関する規則において、中級試験の対象となる職は７等級の職と
定められており、当該規則に則って７等級採用とする現行で。

・基準学歴より上位の大学等を卒業している者の基準学歴を上回る正規の修
学年数については、８割換算のうえ、昇任に必要な在職年数を短縮する形
で対応する現行の運用で。

（２）４等級昇任基準について
・４等級は、係長級の位置づけであり、全体の任用体系の中で、現行の取扱

いが妥当。
（３）中途採用者の前歴・任用換算などについて

・中途採用者の前歴・任用換算などについては、昨年度から民間歴を有する
職員の前歴・任用換算について改善を行ったところであり、現行で。

（４）号給の増設について
・給料表の号給の増設については、国においては給与制度の総合的見直しの

一環として行われるものであることから、本県では、現行のまま据置で。
（５）３等級昇任基準について

・３等級への昇任については、班長等のポスト職に就く者に限ることとして
いる。

・ポストは、組織運営上の必要性を考慮し設置に努めていきたいと考えてい
る。

・今年度も、大幅にポスト職を増やし、また、経験などにも意を用いてチー
フ等への登用に取り組んだところ。

・引き続き、こうした点にも意を用いていく。

４ 技能職の給与等について
・技能職の給与については、法の趣旨に則って、見直しを行ったもの。
・給与については、制度上、一定の差があることはこれまでも言ってきたと

おり。この制度から来る差について、是正していくとの考え方に立つこと
は困難。

・技能職給料表について、具体的なポスト職の設置のない中で、職務の級を
先行して増設することは困難。

・今回新たな提案（全員一律ではなく、業務内容、勤務成績に応じた４級昇
格）をもらったので、何ができるか検討していきたい。

・技能職の定年年齢については、過去の経緯等により、現行で。

５ 退職手当について
・平成27年１月１日以降の退職手当については、既に改正した条例の規定で。
・国家公務員の退職手当制度については、給与制度の総合的見直しの影響を

踏まえ、現行の支給水準の範囲内で、必要な改正を行うこととされている
もの。

・地方公務員の退職手当制度における改正についての国からの通知等には留
意していく。
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６ 査定昇給について
・査定昇給については、制度の趣旨に沿って、人事考課制度を活用すること

により、職員の勤務実績を給与に反映できるよう、引き続き実施していく。

７ 時間外勤務の縮減等について
・時間外勤務等については、「活力のある職場づくりと公務能率等の向上に

ついて」（副知事通知）に基づいて、全庁的に取組を進めているところ。
・昨年度からは、所属全体での意識の共有を図るとともに、より実効ある取

組とすることを目的に、所属の目標設定の取組時期に合わせて、各所属で
話し合う機会を持つこととしている。

・今後とも、時間外勤務縮減に向けて各所属に主体的な取組を求めながらも、
総務部としても、引き続き取り組んでいく。

・時間外勤務手当の割増率については、現行で。

８ 臨時的任用職員及び非常勤職員について
・非常勤職員の６月・12月の加算報酬については、職員の期末・勤勉手当の

引上げを踏まえて、来年度から、各1,000円ずつ引き上げる。
・この改定を除き、臨時的任用職員の賃金及び職員の給与改定時に検討を加

えてきた非常勤職員の報酬については、現行で。
・非常勤職員の職務内容や責任の度合等に明らかな変更がある場合には、報

酬単価の見直しを検討したい。

９ 文書協定の締結について
・文書協定及び労働協約の締結については、現行の考え方で。
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２
．

諸
手

当
の

充
実

を
は

か
る

こ
と

。
案

し
て

制
度

化
す

る
と

と
も

に
、
給

与
制

度
の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
適

正
な

運
用

を
行

っ
て

①
住
居

手
当

の
引

き
上

げ
を

行
う

こ
と

。
い

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

考
え
て

い
ま

す
。

②
扶
養

手
当

を
引

き
上

げ
る

と
と

も
に

教
育

費
加

算
を

改
善

す
る

こ
と

。
法
令

の
定

め
に

よ
る

こ
と

は
も
ち

ろ
ん

の
こ

と
、

こ
う

し
た

考
え

方
に

合
致

し
な

い
制

③
交
通

用
具

使
用

者
に

か
か

る
通

勤
手

当
の

引
き

上
げ

を
行

う
こ

と
。

ま
た

、
駐

車
場

度
の
改

正
等

は
困

難
で

す
。

代
や

高
速

代
等

を
支

給
し

、
通

勤
費

用
に

か
か

る
負

担
解

消
を

行
う

こ
と

。
住
居

手
当

、
扶

養
手

当
に

つ
い
て

は
、

現
行

に
よ

り
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。
通
勤

手
当

に
つ

い
て

は
、

人
事
委

員
会

か
ら

報
告

を
受

け
た

内
容

の
ほ

か
は

現
行

に
よ

３
．

賃
金

水
準

の
維

持
・

向
上

に
向

け
て

次
の

措
置

を
行

う
こ

と
。

り
た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

①
民
間

企
業

の
支

給
状

況
・

他
県

の
実

態
を

考
慮

し
た

初
任

給
引

き
上

げ
を

行
う

こ
初
任

給
に

つ
い

て
は

、
本

年
度
か

ら
基

準
の

引
上

げ
を

行
っ

た
と

こ
ろ

で
あ

り
、

現
行

と
。

ま
た

、
中

級
採

用
職

種
の

任
用

を
改

善
す

る
こ

と
。

に
よ
り

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

②
４
等

級
昇

任
基

準
に

つ
い

て
、

少
な

く
と

も
１

年
短

縮
す

る
こ

と
。

中
級

採
用

職
種

の
任

用
に

つ
い
て

も
、

現
行

に
よ

り
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。
③

中
途

採
用

者
の

前
歴

・
任

用
換

算
な

ど
改

善
を

行
う

こ
と

。
４
等

級
は

、
係

長
級

の
位

置
づ
け

で
あ

り
、

全
体

の
任

用
体

系
の

中
で

、
現

行
の

取
扱

④
定
年

ま
で

昇
給

を
可

能
に

す
る

た
め

に
、
各

給
料

表
に

号
給

継
ぎ

足
し

を
行

う
こ

と
。

い
が
妥

当
で

あ
る

と
考

え
て

い
ま
す

。
⑤

相
当

職
の

設
置

や
４

等
級

在
等

経
験

年
数

を
考

慮
し

、
３

等
級

昇
任

基
準

の
改

善
を

中
途

採
用

者
の

前
歴

・
任

用
換
算

な
ど

に
つ

い
て

は
、

昨
年

度
か

ら
民

間
歴

を
有

す
る

行
う

こ
と

。
職

員
の

前
歴

・
任

用
換

算
に

つ
い
て

改
善

を
行

っ
た

と
こ

ろ
で

あ
り

、
現

行
に

よ
り

た
い

と
考
え

て
い

ま
す

。
４
．

技
能

職
の

給
料

表
に

つ
い

て
、

行
政

職
給

料
表

適
用

と
す

る
こ

と
。

給
料

表
の

号
給

の
増

設
に

つ
い

て
は

、
国

に
お

い
て

は
給

与
制

度
の

総
合

的
見

直
し

の
な
お

、
技

能
職

給
料

表
適

用
の

考
え

方
を

変
更

し
な

い
場

合
は

、
国

同
様

の
５

級
昇

一
環
と

し
て

行
わ

れ
る

も
の

で
あ
る

こ
と

か
ら

、
本

県
で

は
、

現
行

の
ま

ま
据

え
置

く
こ

格
も
し

く
は

6
3歳

定
年

と
す

る
こ

と
。

と
と
し

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

３
等

級
へ

の
昇

任
に

つ
い

て
は
、

班
長

等
の

ポ
ス

ト
職

に
就

く
者

に
限

る
こ

と
と

し
て

い
ま
す

。
ポ

ス
ト

は
、

組
織

運
営
上

の
必

要
性

を
考

慮
し

設
置

に
努

め
て

い
き

た
い

と
考

え
て
い

ま
す

。
技
能

職
の

給
与

に
つ

い
て

は
、
法

の
趣

旨
に

則
っ

て
見

直
し

た
と

こ
ろ

で
す

。
給
与

に
つ

い
て

は
、

制
度

上
、
一

定
の

差
が

あ
る

こ
と

は
こ

れ
ま

で
も

申
し

上
げ

て
き

た
と
お

り
で

す
。

こ
の

制
度

か
ら
来

る
差

に
つ

い
て

、
是

正
し

て
い

く
と

の
考

え
方

に
立

つ
こ
と

は
困

難
で

す
。

ま
た

、
技

能
職

の
定

年
年

齢
に
つ

い
て

も
、

現
行

に
よ

り
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。

５
．

2
01
5
年
１

月
１

日
以

降
の

退
職

手
当

に
つ

い
て

引
き

下
げ

を
実

施
し

な
い

こ
と

。
５

に
つ

い
て

ま
た

、
退

職
手

当
法

の
改

正
と

同
様

の
改

正
を

行
う

こ
と

。
平
成

2
7年

１
月

１
日

以
降

の
退
職

手
当

に
つ

い
て

は
、

既
に

改
正

し
た

条
例

の
規

定
に

よ
り
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。
ま
た

、
国

家
公

務
員

の
退

職
手

当
制

度
に

つ
い

て
は

、
給

与
制
度

の
総

合
的

見
直

し
の

影
響
を

踏
ま

え
、

現
行

の
支

給
水

準
の

範
囲

内
で

、
必

要
な

改
正
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る
も

の
で

す
が

、
地

方
公

務
員

の
退

職
手

当
制

度
に

お
け

る
改
正

に
つ

い
て

の
国

か
ら

の
通
知

等
に

は
留

意
し

て
い

き
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。



-
8
/
8

-

20
1
4
年
賃

金
確

定
に

関
す

る
要

求
書

（
平
成

26
年

10
月

29
日

）
賃
金

確
定

に
関

す
る

要
求

書
に
対

す
る

回
答

（
平
成

26
年

11
月

13
日

）

６
．

査
定

昇
給

制
度

に
つ

い
て

は
、

公
平

性
・

公
正

性
・

透
明

性
・

納
得

性
等

が
得

ら
れ

６
に
つ

い
て

て
い
な

い
こ

と
か

ら
、

い
っ

た
ん

凍
結

す
る

こ
と

。
査
定

昇
給

に
つ

い
て

は
、

制
度
の

趣
旨

に
沿

っ
て

、
人

事
考

課
制

度
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ
り

、
職

員
の

勤
務

実
績

を
給
与

に
反

映
で

き
る

よ
う

、
引

き
続

き
実

施
し

て
い

き
ま

７
．

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、

時
間

外
縮

減
に

向
け

た
具

体
策

す
。

を
明
ら

か
に

す
る

こ
と

。
ま

た
、

月
4
5
時
間

以
上

の
時

間
外

勤
務

に
つ

い
て

も
割

増
率

を
引
き

上
げ

る
こ

と
。

７
に
つ

い
て

時
間

外
勤

務
等

に
つ

い
て

は
、
「

活
力

の
あ

る
職

場
づ

く
り

と
公

務
能

率
等

の
向

上
に

８
．

非
常

勤
職

員
及

び
臨

時
職

員
の

処
遇

改
善

を
は

か
る

こ
と

。
つ

い
て

」（
副
知

事
通

知
）
に

基
づ

い
て
、
全

庁
的

に
取

組
を

進
め

て
い

る
と

こ
ろ

で
す
。

昨
年
度

か
ら

は
、

所
属

全
体

で
の
意

識
の

共
有

を
図

る
と

と
も

に
、

よ
り

実
効

あ
る

取
組

９
．
労

使
合

意
事

項
に

つ
い

て
は

文
書

協
定

も
し

く
は

労
働

協
約

と
し

て
締

結
す

る
こ

と
。

と
す
る

こ
と

を
目

的
に

、
所

属
の
目

標
設

定
の

取
組

時
期

に
合

わ
せ

て
、

各
所

属
で

話
し

合
い
の

機
会

を
持

つ
こ

と
と

し
て
い

ま
す

。
今
後

と
も

、
時
間

外
勤

務
縮

減
に

向
け

て
各

所
属

に
主

体
的

な
取

組
を

求
め

な
が

ら
も

、
総

務
部

と
し

て
も

、
引

き
続

き
取
り

組
ん

で
い

き
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。
ま
た

、
時

間
外

勤
務

手
当

の
割
増

率
に

つ
い

て
は

、
現

行
に

よ
り

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

８
に
つ

い
て

臨
時

的
任

用
職

員
の

賃
金

及
び
職

員
の

給
与

改
定

時
に

検
討

を
加

え
て

き
た

非
常

勤
職

員
の
報

酬
に

つ
い

て
は

、
現

行
に
よ

り
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。
非

常
勤

職
員

の
職

務
内

容
や
責

任
の

度
合

等
に

明
ら

か
な
変

更
が

あ
る

場
合

に
は

、
報

酬
単

価
の

見
直

し
を

検
討

し
た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

９
に
つ

い
て

文
書

協
定

及
び

労
働

協
約

の
締
結

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
考

え
方

に
よ

り
た

い
と

考
え

て
い
ま

す
。


